
 

船舶インシデント調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和５年８月２日 ０５時４５分ごろ 

発生場所 愛知県衣浦港 

 衣浦港東防波堤西灯台から真方位１２５°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°４８.３′ 東経１３６°５８.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボートわだつみ丸は、漂泊中、船外機の運転ができなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年８月３１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート わだつみ丸、２.６トン 

２８２－１９６４４愛知、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力１０３.０kＷ、回転数毎

分６,０００、４気筒、ボア８６mm、使用燃料ガソリン、平成３１

年２月機関製造、平成１６年９月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、漂泊中、船長が、釣り場を移動す

る目的で船外機を始動したところ、潤滑油が漏れ始めたので船外機を

停止した。 

船長は、運航不能と判断し、本インシデントの発生をボートレス 

キューサービス（Boat Assistance Network、以下「ＢＡＮ」とい

う。）に連絡するとともに、海上保安庁に通報した。 

本船は、来援したＢＡＮの救助船にえい
．．

航され、愛知県高浜市のマ

リーナに到着した。 

船外機は、マリーナ担当者により点検が行われ、カートリッジ式の

オイルフィルター（以下「本件フィルター」という。）の発錆したと

ころに孔が生じて潤滑油が漏れていることが判明し、本件フィルター

が交換されて復旧した。 

船長は、船外機を平成３１年４月ごろに新品で購入し、本インシデ

ントの約３年前に本件フィルターを交換後、そのまま使用していた。 

船外機の取扱説明書には、運転時間２００時間ごと又は１年ごとに

本件フィルターを交換するよう記載されている。 

船外機の潤滑油系統は、油受の潤滑油が、こし器を経て機付潤滑油



 

ポンプで吸引加圧され、本件フィルターを介し、ピストン等を冷却し

て油受に戻るようになっていた。 

分析  本船は、約３年間本件フィルターが交換されていない中、漂泊中、

船外機を始動したところ、本件フィルターの発錆したところに孔が生

じたことから、潤滑油が漏れ、船外機が運転できなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、約３年間本件フィルターが交換されて

いない中、漂泊中、船外機を始動したところ、本件フィルターの発錆

したところに孔が生じたため、潤滑油が漏れ、船外機の運転ができな

くなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者は、取扱説明書にしたがって、定期的に船外機のカー

トリッジ式のオイルフィルターを交換すること。 

 


